
 １　概要 
 　新型コロナワクチンの予防接種は、昨年度まで全額無料で実施しましたが、今年度からは 
 定期接種となるため、被接種者に費⽤負担が⽣じることとなります。 

  国が定めた標準的な定期接種の費⽤は、７，０００円(※)です。　
 　本市では、市⺠負担の軽減のため、７，０００円の定期接種費⽤の内４，０００円を助成 
 します。 

※定期接種ではない⽅が⾏う場合(任意接種)は、各医療機関が接種費⽤を設定。

 ２　定期接種の概要 

 対象者  ・６５歳以上の⽅
 ・６０歳以上６５歳未満であって、⼼臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害⼜はヒト免疫不
 全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する⽅

 時期  秋冬の時期 

 場所  医療機関　※集団接種会場は設置しない。 

 回数  ⼀⼈⼀回 

 ３　予防接種の費⽤ 

 ４　接種費⽤の⽀払⽅法 
 　定期接種対象の⽅は、７，０００円の内４，０００円を差し引いた３，０００円を⾃⼰負 
 担額として、医療機関に⽀払います。 
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